
平
成
二
十
九
年
三
月
十
七
日
受
領

答

弁

第

一

二

一

号

内
閣
衆
質
一
九
三
第
一
二
一
号

平
成
二
十
九
年
三
月
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
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美
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倍
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閣
総
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臣
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す
る
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に
関
す
る
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問

に
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し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
辻
元
清
美
君
提
出
安
倍
昭
恵
内
閣
総
理
大
臣
夫
人
の
総
理
公
務
補
助
と
そ
れ
を
支
援
す
る
職
員
に
関
す
る

質
問
に
対
す
る
答
弁
書

問
一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
相
当
す
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
内
閣
総
理
大
臣
の
「
公
務
の
遂
行
の

補
助
に
係
る
活
動
を
、
私
人
と
し
て
そ
の
補
助
を
す
る
人
」
に
つ
い
て
は
、
第
二
次
安
倍
内
閣
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
安

倍
内
閣
総
理
大
臣
の
夫
人
（
以
下
「
安
倍
総
理
夫
人
」
と
い
う
。
）
以
外
に
通
訳
等
が
該
当
し
得
る
。

問
一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
相
当
す
る
人
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
な
お
、
平
成
十
八
年
以
降
、
確
認
し
た
限
り
で
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
夫
人
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
公
務
の
遂
行
を

補
助
す
る
こ
と
（
以
下
「
総
理
公
務
補
助
」
と
い
う
。
）
を
支
援
す
る
た
め
に
常
駐
の
職
員
を
置
い
た
の
は
、
第
二
次
安
倍

内
閣
が
初
め
て
で
あ
る
。

問
一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
総
理
夫
人
が
担
う
総
理
公
務
補
助
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
」
に
つ
い
て
は
、
先
の

一



答
弁
書
（
平
成
二
十
九
年
三
月
七
日
内
閣
衆
質
一
九
三
第
九
六
号
）
問
二
の
�
及
び
�
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で

あ
る
。

お
尋
ね
の
「
「
経
済
活
動
の
強
化
」
に
関
わ
る
総
理
公
務
補
助
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

御
指
摘
の
職
員
は
、
安
倍
総
理
夫
人
に
よ
る
総
理
公
務
補
助
に
つ
い
て
、
安
倍
総
理
夫
人
、
総
理
公
務
補
助
の
依
頼
又
は
要

求
を
行
っ
た
国
の
機
関
等
と
の
連
絡
調
整
を
行
っ
て
い
る
。

問
一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
政
府
内
の
誰
が
、
ど
の
よ
う
な
権
限
で
定
め
て
い
る
の
か
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は

な
い
が
、
安
倍
総
理
夫
人
に
よ
る
総
理
公
務
補
助
に
つ
い
て
は
、
国
の
機
関
の
依
頼
又
は
要
求
に
応
じ
、
行
わ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
「
安
倍
総
理
夫
人
が
私
的
な
活
動
を
理
由
に
、
総
理
公
務
補
助
を
断
っ
た
事
例
」
に
つ
い
て
は
、
過

去
の
総
理
公
務
補
助
の
調
整
過
程
に
関
す
る
お
尋
ね
で
あ
り
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
安
倍
総
理
夫
人
に
よ

る
総
理
公
務
補
助
は
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

お
尋
ね
の
「
安
倍
総
理
夫
人
の
私
的
な
活
動
が
障
壁
と
な
っ
て
、
総
理
公
務
補
助
が
遂
行
さ
れ
な
か
っ
た
事
例
」
に
つ
い

て
は
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二



問
一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

問
二
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
総
理
夫
人
に
よ
る
総
理
公
務
補
助
を
支
援
す
る
職
員
」
に
つ
い
て
、
各
年
度
末
に
お
い
て
配
置
さ
れ
て
い
た

人
数
は
、
平
成
十
八
年
度
末
は
一
人
、
平
成
十
九
年
度
末
は
零
人
、
平
成
二
十
年
度
末
、
平
成
二
十
一
年
度
末
、
平
成
二
十

二
年
度
末
及
び
平
成
二
十
三
年
度
末
は
各
一
人
、
平
成
二
十
四
年
度
末
は
三
人
、
平
成
二
十
五
年
度
末
、
平
成
二
十
六
年
度

末
及
び
平
成
二
十
七
年
度
末
は
各
五
人
並
び
に
平
成
二
十
九
年
三
月
十
三
日
時
点
で
は
五
人
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
職
員
の
主
た
る
勤
務
地
は
東
京
都
で
あ
り
、
経
済
産
業
省
（
中
央
省
庁
再
編
以
前
の
通
商
産
業
省
を
含
む
。
）

又
は
外
務
省
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
平
成
十
八
年
度
末
時
点
で
配
置
さ
れ
て
い
た
職
員
は
非
常
勤
で
あ

り
、
そ
れ
以
外
の
職
員
は
常
勤
で
あ
る
。
職
務
内
容
は
、
内
閣
官
房
の
職
員
と
し
て
常
駐
し
て
い
る
職
員
は
常
時
、
非
常
駐

の
職
員
は
必
要
に
応
じ
、
内
閣
総
理
大
臣
の
夫
人
に
よ
る
総
理
公
務
補
助
の
支
援
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。

問
二
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
誰
と
誰
が
相
談
し
、
何
を
基
準
に
決
め
た
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
安
倍

三



総
理
夫
人
に
よ
る
総
理
公
務
補
助
を
支
援
す
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
内
閣
官
房
と
し
て
所
要
の
決
裁
を
経
て
発
令
し
た
も
の

で
あ
る
。
個
別
の
人
事
に
関
す
る
検
討
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
お
答
え
を
差
し
控
え
た
い
。

問
二
の
�
に
つ
い
て

一
般
論
と
し
て
は
、
公
務
の
た
め
旅
行
す
る
職
員
に
対
し
て
は
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
百
十
四
号
）
に
基
づ
き
、
旅
費
を
支
給
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
超
過
勤
務
手
当
に
つ
い
て
は
、
所
轄

庁
の
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
示
し
て
命
じ
た
場
合
に
お
い
て
現
に
勤
務
し
、
か
つ
、
そ
の
勤
務
時
間
に
つ
い
て
明
確
に
証
明
で

き
る
も
の
に
つ
い
て
当
該
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

問
二
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
は
、
安
倍
総
理
夫
人
に
よ
る
総
理
公
務
補
助
を
支
援
す
る
職
員
に
関
す
る
も
の
と
考
え
る
が
、
当
該
職
員
は
、
安

倍
総
理
夫
人
の
私
的
な
行
為
に
対
す
る
支
援
は
行
っ
て
い
な
い
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

問
二
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
基
準
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
安
倍
総
理
夫
人
に
よ
る
総
理
公
務
補
助
の

支
援
に
つ
い
て
は
、
当
該
支
援
を
行
う
職
員
が
、
総
理
公
務
補
助
を
支
援
す
べ
き
旨
の
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

四



律
第
百
二
十
号
）
第
九
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
職
務
命
令
に
従
い
、
自
ら
判
断
し
、
行
っ
て
い
る
。

問
二
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
時
間
」
及
び
「
内
容
」
に
つ
い
て
は
、
安
倍
総
理
夫
人
の
私
的
な
行
為
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

政
府
と
し
て
お
答
え
を
差
し
控
え
る
が
、
安
倍
総
理
夫
人
に
よ
る
総
理
公
務
補
助
を
支
援
す
る
職
員
は
、
例
え
ば
、
平
成
二

十
六
年
四
月
二
十
五
日
に
大
阪
府
、
同
年
十
二
月
六
日
に
大
阪
府
、
平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
三
月
一
日
ま

で
山
形
県
、
同
年
九
月
五
日
に
大
阪
府
、
平
成
二
十
八
年
三
月
四
日
か
ら
同
月
六
日
ま
で
山
形
県
、
同
年
十
一
月
二
十
五
日

に
岡
山
県
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
日
か
ら
同
月
五
日
ま
で
山
形
県
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
安
倍
総
理
夫
人
に
同
行
し
て
い

る
も
の
の
、
「
安
倍
総
理
夫
人
の
「
私
的
な
行
為
」
に
公
務
と
し
て
同
行
し
た
」
事
例
の
全
て
に
つ
い
て
網
羅
的
に
お
答
え

す
る
こ
と
は
、
調
査
に
膨
大
な
作
業
を
要
す
る
こ
と
か
ら
困
難
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
「
安
倍
総
理
夫
人
に
よ
り
支
払
わ
れ
、
公
費
の
支
払
が
減
免
さ
れ
た
金
額
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も

明
ら
か
で
は
な
い
が
、
安
倍
総
理
夫
人
に
同
行
し
た
安
倍
総
理
夫
人
に
よ
る
総
理
公
務
補
助
を
支
援
す
る
職
員
は
、
安
倍
総

理
夫
人
の
私
的
経
費
に
よ
り
購
入
さ
れ
た
切
符
を
受
け
取
っ
て
移
動
し
た
場
合
が
あ
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

お
尋
ね
の
「
旅
費
・
宿
泊
費
・
日
当
・
超
過
勤
務
手
当
等
の
諸
手
当
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な

五



い
が
、
安
倍
総
理
夫
人
に
よ
る
総
理
公
務
補
助
を
支
援
す
る
職
員
が
「
安
倍
総
理
夫
人
の
「
私
的
な
行
為
」
に
公
務
と
し
て

同
行
し
た
」
際
に
公
務
に
つ
い
て
生
じ
た
経
費
が
公
費
か
ら
支
払
わ
れ
た
記
録
は
な
く
、
安
倍
総
理
夫
人
に
よ
る
総
理
公
務

補
助
を
支
援
す
る
職
員
に
対
す
る
超
過
勤
務
手
当
は
、
当
該
手
当
の
支
給
の
た
め
に
必
要
な
手
続
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た

た
め
、
支
給
さ
れ
て
い
な
い
。

六


